
（1）人件費の状況（普通会計決算）�

（2）職員給与費の状況（普通会計の当初予算）�

（3）特別職の報酬等の状況（平成16年４月１日現在）�

（4）職員の平均給料月額・平均給与月額および平均年齢の状況（平成16年４月１日現在）�

（5）職員の初任給の状況（平成16年４月１日現在）�

（6）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況�
　　　　　　　　　　　　　　（平成16年４月１日現在）�

（8）一般行政職の級別職員数の状況（平成16年４月１日現在）�

（7）一般行政職の昇給期間短縮の状況�

（9）職員手当の状況（平成16年４月１日現在）�

（10） 部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）�

（注）１　人件費とは、一般職・特別職に支給する給与、共済負担金、退職手当負担金、災害補償費などです。

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。　２　特別職に支給される給与、報酬は含みません。

（注）１　平均給与月額は、平均給料月額に扶養手当、通勤手当、住居手当、管理職手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当などを加えたものです。
２　平均年齢の小数点以下は月数を表します。
３　国における平均給与月額は公表されていません。

（注）経験年数は、採用前に民間企業などに勤務した期間がある場合にはその期間を換算し、
採用後の勤務期間に加算した年数です。

（注）１　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された
　　平均額です。
２　国における１人当たり平均支給額は公表されていません。

（注）職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、
派遣職員などを含み、臨時または非常勤職員を除いています。
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白　　石　　市 宮　　城　　県 国

決定初任給 採用2年経過日
給料額 決定初任給 採用2年経過日

給料額 決定初任給 採用2年経過日
給料額

平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

技能労務職

市　長

助　役

収入役

議　長

副議長

議　員

（支給月）
６月期
12月期
計

（支給月）
６月期
12月期
計

（支給割合）
２.１０月分
２.３０月分
４.４０月分
（支給割合）
１.６０月分
１.７０月分
３.３０月分

給　料

　〃

　〃

報　酬

　〃

　〃

857,700円

726,750円

647,900円

456,000円

385,000円

362,000円

給料月額等 期　　末　　手　　当

給　料 職員手当 期末･勤勉手当 計　B
給　　　与　　　費職 員 数

　　  A
一人当たり
給与費
（B／A）

住民基本台帳人口
（16.3.31現在）

歳出額
　　A

実質収支 人件費
　　B

人件費率
（B／A）

（参考）
14年度の人件費率

 15 人 千円 千円 千円 ％ ％
 年度 40,245 15,227,409 420,945 3,042,254 20.0 18.0

 16 人 千円 千円 千円 千円 千円
 年度 372 1,451,895 176,105 585,555 2,213,555 5,950

 白　石　市 334,083円 387,384円 41.01歳 266,385円 289,219円 45.09歳

 宮　城　県 340,602円 421,858円 41.06歳 326,442円 371,757円 47.10歳

 国 327,555円 ― 40.02歳 283,384円 ― 47.09歳

 大学卒 １７０，７００円 １８４，４００円 １７１，７２４円 １８４，１１４円 １７０，７００円 １８４，４００円

 高校卒 １３８，８００円 １４８，５００円 １３８，７１５円 １４９，３６３円 １３８，８００円 １４８，５００円

 大学卒 ２６９，３００円 ３２８，５００円 ３８２，３００円
 高校卒 ２１３，３００円 ２４９，２００円 ３２８，５００円

 15年度 　２２６人 　　３４人 14.6％
 14年度 　２２８人 　　３４人 14.9％

 区　　　　分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年
区　分 職員数

　　A
比　　率
（B／A）

昇給期間を短縮して
昇給した職員数　 B

 ９級 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級 計

 ３人 ２１人 ５６人 １９人 ３７人 ３６人 ３２人 ２０人 ２人 ２２６人

 1.3％ 9.3％ 24.8％   8.4％ 16.4％ 15.9％ 14.2％   8.8％ 0.9％ 100.0％

 1.8％ 9.2％ 24.6％ 10.5％ 15.4％ 12.7％ 18.4％   6.1％ 1.3％ 100.0％

 1.4％ 6.9％ 10.5％ 16.3％ 20.7％ 14.8％ 15.2％ 12.0％ 2.2％ 100.0％
参
考

区分 白　　　石　　　市

（支給割合）  
 期末手当 勤勉手当
６月期 1.40月分 0.70月分
12月期 1.60月分 0.70月分
　計 3.00月分 1.40月分
職制上の段階、職務の級等に
よる加算措置 　有

（支給割合）  
 期末手当 勤勉手当
６月期 1.40月分 0.70月分
12月期 1.60月分 0.70月分
　計 3.00月分 1.40月分
職制上の段階、職務の級等に 
よる加算措置 　有

（支給率）  
 自己都合 勧奨・定年
勤続20年 21.0月分 28.0875月分
勤続25年 33.75月分 43.335月分
勤続35年 47.5月分 60.99月分
最高限度額 60.0月分 60.99月分
その他の加算措置  
 定年前早期退職特例  
 措置（２％～20％加算） 
退職時特別昇給  
 勤続20年以上１号俸  
１人当たり平均支給額  
  21,504千円

（支給率）  
 自己都合 勧奨・定年
勤続20年 21.0月分 28.0875月分
勤続25年 33.75月分 43.335月分
勤続35年 47.5月分 60.99月分
最高限度額 60.0月分 60.99月分
その他の加算措置  
 定年前早期退職特例  
 措置（２％～20％加算） 
退職時特別昇給  
 １号俸  
１人当たり平均支給額  
  ―――  

国 区　　　分 全　　職　　種

12.60%

２９，３６９円

８種類

期
末
・
勤
勉
手
当

退
職
手
当

支給対象地域

調整手当

（平成16年   
 4月1日現在）

支給率

支給対象職員数

国の制度（支給率）

支給対象職員１人
当たり平均支給年額
（平成15年度決算）

3％

　１人

3％

74,484円

12％

１人

12％

320,496円

宮城県仙台市 東京都特別区

特
殊
勤
務
手
当（
平
成
15
年
度
）

職員全体に占める手
当支給職員の割合
支給対象職員１人当
たり平均支給年額

手当の種類（手当数）

代表的な
手当の名称

支給額の
多い手当

○保健指導業務従事職員の特殊勤務手当
○社会福祉業務従事職員の特殊勤務手当
○特別勤務職員の特殊勤務手当
○市税事務従事職員の特殊勤務手当

○市税事務従事職員の特殊勤務手当
○社会福祉業務従事職員の特殊勤務手当
○保健指導業務従事職員の特殊勤務手当

多くの職
員に支給
されてい
る手当

時
間
外
勤
務
手
当

15
年
度
14
年
度

 支給総額 ８２，３６７千円

 職員１人当たり支給年額 ２５０千円

 支給総額 ８７，５１０千円

 職員１人当たり支給年額 ２６４千円

区分

扶養
手当

住居
手当

通勤
手当

内　　　　容

同じ ―

同じ ―

一部
異なる

２のイに
ついて
使用距離
区分

国の制度
との
異同

国の制度
と異なる
内容

１　配偶者13,500円
２　配偶者以外の扶養親族
ア　２人までそれぞれ6,000円（職員
に扶養親族でない配偶者がある場合
には、そのうち１人について6,500円、
職員に配偶者がない場合は、そのう
ち１人について11,000円）
イ　３人目から１人につき5,000円
※扶養親族である子のうち、満15歳に達
する日後の最初の４月１日から満22歳
に達する日以後の最初の３月31日まで
の間にある子１人につき5,000円加算

１　借家・借間に居住している職員
ア　月額23,000円以下の家賃を支払っ
ている職員　家賃－12,000円
イ　月額23,000円を超える家賃を支払
っている職員

　　　　　　　　  家賃－23,000円　　　11,000円＋――――――――で　　　　　　　　　　　　2
　　　27,000円を限度
２　新築又は購入した住宅を所有する職員
　　新築又は購入の日から5年間
　　2,500円

１　交通機関等の利用者
支給限度額55,000円
定期券使用が最も経済的・合理的で
ある区間については、支給単位期間
（６箇月を限度）に対応する通用期
間の定期券の価額とし、それ以外の
区間については回数乗車券等による
通勤21回分の運賃等の額

２　自動車等の使用者
ア　自転車等使用者
使用距離（片道２㎞以上）により
2,000円～20,900円

イ　普通自動車等使用者
使用距離（片道２㎞以上）により
2,000円～24,500円

職　員　数

普通会計計

議会・総務

税務

福祉 

経済

土木

小計

教育

小計

水道

下水道

その他

小計

合計

主な増減理由

職員配置見直し
による減

職員配置見直し
による減

職員配置見直し
による減

対前年
増減数平成16年 平成15年

一
般
行
政
部
門

公
営
企
業
等
会
計
部
門

特
別
行
政
部
門

91

24

101

34

21

271

80

80

351

15

9

19

43

394

91

24

102

34

22

273

83

83

356

15

9

19

43

399

0

0

△１

0

△１

△２

△３

△３

△５

0

0

0

0

△５

　　総務課人事係　0２２－１３３１�

白石市職員の給与・�
定員管理などのあらまし�

　
本
市
職
員
の
給
与
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
市
議
会
に
お

け
る
予
算
お
よ
び
給
与
条
例
審
議
の
際
に
も
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
今
年
度
も
市
民
の
皆
さ
ん
に
一
層
ご
理

解
い
た
だ
く
た
め
、
そ
の
あ
ら
ま
し
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。�

　
ま
た
、
市
の
職
員
数
は
条
例
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

増
大
す
る
行
政
ニ
ー
ズ
に
こ
た
え
る
た
め
必
要
な
職
員
数

を
確
保
し
つ
つ
も
、
簡
素
で
効
率
的
な
行
政
運
営
を
心
掛

け
、
適
正
な
定
員
管
理
を
行
っ
て
い
く
べ
き
も
の
と
考
え

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
皆
様
に
一
層
の
ご
理
解
い
た
だ
く

た
め
、
職
員
数
の
状
況
お
よ
び
定
員
適
正
化
計
画
に
つ
い

て
も
お
知
ら
せ
し
ま
す
。�

白石市職員の給与・�
定員管理などのあらまし�平成１６年度�

（11） 定員適正化計画の数値目標および概要�
　各分野で事務事業が増大していますが、安易な増員を
せず、定員モデルや類似団体の職員数を参考に、職種別・
部門別内で再編成して抑制します。目標としては、全部
門を通して現在の職員定数410人から増やすことのない
ようにします。�
　また、定員適正化目標を達成するため、全部門を通じ
てこれまでも取り組んできた事務事業の見直しや、類似
事業の統廃合または民間委託などにより、積極的に簡素
合理化を進め、定員管理の適正化に努めます。�
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